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東京都及び昭島市の教育方針に基づき、令和４年度の学校経営方針を示す。 

子供も大人も共に育ち、元気いっぱい、笑顔あふれる玉川小学校として、教育課程に基づき

学校経営を行う。 

以下に挙げる課題について全教職員で共通理解を図り、組織的に児童の育成に当たる。 

◎人権尊重教育の推進  ◎安全･安心な学校づくり  ◎児童の健全育成 

◎研究･研修による教師力の向上（指導と評価の一体化、タブレット端末の有効活用、など） 

◎規範意識の醸成  ◎特別支援教育の理解と実践  ◎体力向上 

◎日本の伝統文化理解教育及び国際理解教育  ◎コミュニケーション能力の向上 

 

 

 

 

 

１ 人権尊重の精神を基調に、心身共に健康で、創造性に富み、人間として調和のとれた児童

の育成を目指し、教育目標の達成に努める。 

  集団生活を送り、互いに高め合う学校として、①気持ちの良い挨拶、②時間を守る、③話

すのは一人 の三点は常に意識した指導を心掛ける。以下に柱となる教育課題を示す。 

 ◎学力の定着と向上 

○基礎的･基本的な知識及び技術の習得   ○ＩＣＴ・タブレット端末の活用 

○学習習慣の確立   ○思考力･判断力・表現力の育成   

○主体的に学びに向かう力の育成 

◎道徳的価値観の醸成 

  ○道徳教育の充実・推進  ○自己有用感を高める  ○規範意識、社会参画意識を養う 

 ◎体力の向上 

  ○運動習慣、運動に親しむ資質や能力の向上   ○健康の管理・改善能力を培う 

 ○心と体の関連理解   ○コオーディネーショントレーニングの実践 

 ○季節ごとの体力向上運動旬間の取組   ○生涯スポーツにつなぐ運動体験の実践 

◎グローバル人材の育成 

〇日本の伝統文化理解と継承  ○多様な文化の尊重と国際理解･協力の態度を育成 

 ○高度情報化社会に対応する力の育成  ○学校･家庭･社会の相互理解･連携 

◎安全･安心な学校 

 ○特別支援教育と障害者理解  ○いじめ、自殺、虐待、体罰の防止 

 ○安全教育（学校生活安全、防災、日常安全、交通安全、等） 

学校教育目標 

◎ 精いっぱい学習する子  基礎・基本を身に付け、自ら考え、創造力･表現力に富んだ子供 

〇 人のためにつくす子   すすんで挨拶ができ、互いを尊重し、人のために尽くす心豊かな子供 

〇 すすんで体をきたえる子 基本的な生活習慣を身に付け、心身共に健康で活力に満ちた子供 



２ 教師力向上。授業改善（分かる、楽しい、もっと学びたくなる授業の展開）。 

 (1) 指導と評価の一体化を図る。年間指導計画、評価計画に基づいた授業を実践する。週ご

との指導計画簿を重視し、授業に臨む。週ごとの指導計画簿には以下の内容を記載する。 

○教科等 ○単元名 ○ねらい ○主たる発問 ○中心活動 ○留意点・注意点 ○準備物 

○危険に対する指導（安全配慮） ○指導記録 ○教科時数 等。 

※事後に自己の授業分析や児童の様子などを追記する。 

 (2) 授業力、教師力を高める。ＩＣＴの活用を中心に、校内研究に取り組み、教師の実践力

を高める。教科研究を深める中で、ツールとしてのタブレット端末を有効に活用する場面

と方法を探り、児童の学習意欲を高め、知識欲に火をつけ、探究を楽しませる。 

 (3) 道徳教育の充実を図る。「特別の教科 道徳」を充実･推進するとともに、教育活動全体を

通した道徳教育を推進する。児童自身が、自己を見つめ、物事を多面的･多角的に考え、自

己の生き方についての考えを深め、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

 (4) 特別支援教育の理解を深め、インクルーシブ教育を実践する。発達障害等について理解

し、特別な支援を必要とする児童への適正な支援、及び保護者との連携を行う。関係諸機

関、校内関係者会議等を通し、共通理解を図り、組織としての対応を図る。 

 (5) 国際理解教育、外国語、外国語活動を通し、これからのグローバル社会を乗り切る児童

を育てる。併せて、日本の伝統文化理解教育を推進し、国を愛する心情を育てる。 

 (6) 特別活動の充実を図り、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組ませ、互いの良さや

可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決させることを通して、資質・能力

を育む。 

 (7) 総合的な学習の時間において、教科横断的な学習活動を行い、課題設定、課題追究、課

題解決、まとめ、発信する等の活動を通し、探究する力を育てる。 

 (8) 児童が安心して通うことのできる安全な学校にするために、生活指導部を中心に以下の

学校運営を行う。授業中の安全、校外活動中の安全、水泳指導、避難、アレルギー対応な

ど多岐にわたるため、全職員の叡知を結集してあたる。いざという時の対応力を高めるた

めの講習や研修を積極的に受講することにより危険察知能力を高める。 

 (9) いじめや不登校に迅速・丁寧・確実に対応し、児童が苦しむことのない学校にする。事

前指導、予見・予測、未然防止、早期発見、即時対応、早期解決、再発防止に努める。担

任はもちろん、コーディネーター、スクールカウンセラー等が窓口となり、児童･保護者と

共に、関係諸機関と連携し、情報と課題の共有を的確に行う。 

(10) 組織としての情報共有に努め、報告・連絡･相談を確実に行い、一人で抱え込むことの

ない開かれた職場づくりを行う。互いに尊重し合い、高め合える教員組織「チーム玉川小」

として学校運営を推進する。 

(11) 働き方改革を推し進める。勤務時間外労働時間を月当たり４０時間未満とし、一日当た

りの在校時間を１１時間未満とする。会議時間の短縮に努め、校務支援の回覧板を活用す

る。ＳＳＳを活用する。 


